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令 和 ３ 年 ３ 月 ２ ９ 日 

          京 都 市 環 境 政 策 局 

担当：地球温暖化対策室 

電 話 ： 2 2 2 - 4 5 5 5 

 

 

事業者排出量削減計画書制度における特定事業者の第四計画期間計画書 
取りまとめ結果について 

 

京都市では，市域における温室効果ガス排出量を削減するため，京都市地球温暖化

対策条例に基づき，市域における温室効果ガス総排出量の約１／４を占める大規模排

出事業者（以下「特定事業者」という。）の自主的な排出量削減を図ることを目的と

して，特定事業者等から提出された排出量削減の計画書及び報告書を総合的に評価し，

公表を行う「事業者排出量削減計画書制度（別紙１）」を運用しています。 

この度，第四計画期間（令和２～４年度）における計画書を取りまとめましたので，

お知らせします。 

 

１ 温室効果ガス排出量削減計画 

計画書の提出があった１３６事業者の温室効果ガス排出量を集計した結果，第四

計画期間の排出量削減計画は，表１のとおりとなりました。 
期間中の事業者全体の総排出量（年平均値）は約１５６．６万トンで，基準年度

から６．７％削減する計画となっています。 

また，部門別では業務部門５．４％，産業部門１０．８％，運輸部門４．６％の

削減となり，全ての部門において制度で定める目標削減率（業務３％，産業２％，

運輸１％）を達成する計画となっています。 

 

注 各数値の計と合計及び割合は，小数第二位以下を四捨五入しているため，一致しない場合があ

ります。 

 

部門 
事業者数 

（者） 

温室効果ガス総排出量 

（万トン-ＣＯ２） 基準年度排出量から 

の増減割合（％） 
基準年度 計画排出量 

合計 １３６ １６７．９ １５６．６ ▲６．７ 

 

業務部門 ８２ １０３．１ ９７．５ ▲５．４ 

産業部門 ３３ ４５．２ ４０．３ ▲１０．８ 

運輸部門 ２１ １９．６ １８．７ ▲４．６ 

広報資料 
（経済同時） 

表１ 特定事業者の温室効果ガス排出量削減計画（第四計画期間） 
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２ 総合評価結果 

提出された計画書を基に本市が総合評価を実施した結果，部門別の内訳は表２の

とおりとなりました。１３６事業者のうち，約７割がＡ評価以上の計画となってい

ます。また，Ｓ評価事業者（１８者）は，表３のとおりです。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

部門 事業者名 

業務 

イズミヤ株式会社 株式会社京都銀行 

京都市 京都市上下水道局 

京都信用金庫 京都中央信用金庫 

株式会社京都東急ホテル 医療法人財団康生会 

学校法人真宗大谷学園 日本生命保険相互会社 

産業 
三洋化成工業株式会社 株式会社ＪＯＬＥＤ 

日本電産株式会社 三菱自動車工業株式会社 

運輸 

京都市交通局 京都バス株式会社 

近畿日本鉄道株式会社 洛陽交運株式会社 

 
＜Ｓ評価＞ 

制度の目標削減率を２倍以上達成する計画であり，かつ原単位当たりの温室効

果ガス排出量の削減及び重点対策実施率においても優れた計画である事業者 

＜Ａ評価＞ 

制度の目標削減率を達成する計画である事業者 

＜Ｂ評価＞ 

制度の目標削減率が未達成の計画であるが，原単位当たりの温室効果ガス排出

量の削減，重点対策実施率等で一定以上の計画である事業者 

＜Ｃ評価＞ 

制度の目標削減率が未達成の計画である事業者 

＜Ｄ評価＞ 

エネルギー使用量の把握，排出量削減の目標設定等ができていない事業者 

 

部門 Ｓ評価 Ａ評価 Ｂ評価 Ｃ評価 Ｄ評価 合計 

業務 １０ ４５ １２ １５ ０ ８２ 

産業 ４ １９ ４ ６ ０ ３３ 

運輸 ４ １３ ２ ２ ０ ２１ 

合計 １８ ７７ １８ ２３ ０ １３６ 

表２ 第四計画期間の計画評価ごとの事業者数一覧 （単位：者） 

表３ 第四計画期間の計画書Ｓ評価事業者一覧 （五十音順） 
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○ 部門別の主な排出量削減の取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 報告書類の公表 

提出された報告書は，本市の地球温暖化対策室ホームページに公表します。 

（ホームページＵＲＬ） 

提出書類等の公表について 

https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000281746.html 

 

＜業務部門＞ 

 ・太陽光発電設備及び蓄電池の導入 

 ・森林保全活動の推進 

 ・高効率設備への更新 

＜産業部門＞ 

 ・組織的な省エネ・環境保全活動の推進 

 ・使用時・廃棄時の CO2 削減に貢献する製品の開発・製造 

＜運輸部門＞ 

 ・エコドライブの実践，低燃費車両への入れ替え，効率的な運転管理 

 ・省エネ機器，設備の導入 

 ・警察等と協力した道路の交通環境の改善 

https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000281746.html
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事業者排出量削減計画書制度の概要 

 

１ 特定事業者の該当要件 

区  分 要   件 

大規模エネルギー 

使用事業者 

事業活動を行う際に使用される電気やガスなどのエネルギー使用量が，

原油に換算して１，５００キロリットル以上の事業者 

大規模輸送事業者 

トラック１００台以上，バス１００台以上，タクシー１５０台以上を保

有する運送事業者 

鉄道車両１５０両以上を保有する鉄道事業者 

その他の温室効果ガス 

大規模排出事業者 

エネルギー使用に伴うものを除き，温室効果ガス排出量のうちいずれか

の物質の排出量が二酸化炭素に換算して３，０００トン以上の事業者 

 

２ 事業者排出量削減計画書制度の計画期間と評価時期 

 

 

 

 

 

 

 

３ 事業者排出量削減計画書制度における目標削減率と総合評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙１ 


